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災害時の休暇 

 

 
 
実例）地震や台風などで公共交通機関が停止したり、社員を危険にさらさないために自宅待機を認める際に

特別休暇制度を設ける場合の留意点を教えてください。 
 
解説）社員の安全確保の観点から、大震災や台風など本人に責のない自然災害発生時に適用する特別休暇（以

下「災害特別休暇」といいます。）の設定を検討するケースが増えています。 

災害特別休暇の制度設計においては、付与する事由・休暇の日数と休暇期間中の給与

の取扱いを明確にすることが重要であり、就業規則に記載して運用する必要があります。 

自然災害の規模や被害状況の予想は不可能であり、また居住地や利用する交通機関に

より状況が異なることから、社員の安全確保と業務への影響、会社の負担や公平性につ

いて留意し、会社の実情に応じた制度を設計するようにします。 

 

CHECK1 災害特別休暇の給与  

災害特別休暇は任意で設定するものですから、その期間の給与を有給とするか無給とするかは会社が自由

に設定することができます。有給とする場合には、基本給以外の通勤手当、役職手当などの諸手当について

も取扱いを明確にし、就業規則に明記します。 

 

CHECK2 災害特別休暇の事由・日数 

 災害特別休暇の付与日数（期間）は給与と同様、会社が自由に設定することができますが、どのような場合

（事由）に、何日付与されるのか、要件を明確にしておく必要があります。 

日数（期間）については、通常の復旧状況の予想の範囲として１週間程度を設定している例がみられますが、

この場合も労働日あるいは暦日のいずれで算定するか明確にします。「原則として〇日の範囲内の期間で会社

が必要と認める期間」と定め、地震や台風による水害等の災害の規模に応じて付与する日数を決めて運用する

ことも現実的な対処といえるでしょう。 

なお、人事院公表の「民間企業の勤務条件制度（令和２年調査結果）」によれば、災害時の休暇制度につい

て、「制度あり」とした企業の割合は 45.2％となっており、その対象となる住居をみると、「従業員が現に居

住する住居」としている企業の割合が 97.8％と最も多くなっています。また、災害時の休暇の日数に「上限

がない」としている企業の割合は 79.4％となっています。 

 

CHECK3 その他 

自然災害発生時の連絡方法や災害特別休暇の申請方法についてルールを定め、安全確認、安全確保の趣旨に則

り運用することが重要です。 

 

実例）当社では、台風等の自然 災害で警報が発令されたときには、社員に対し安全のため自宅で待機するよ

う命じています。その自宅待機時間中は、いつでも会社と連絡がとれ、出勤することができる態勢をとって

おくようにと社員に指示をしているのですが、この自宅待機時間は労働時間となるのでしょうか。 

 

解説）労働基準法における労働時間の概念は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると

考えられますが、この自宅待機時間が労働基準法上の労働時間にあたるか否かが問題となります。自宅にい

て、いつでも会社と連絡がとれ、出勤できる態勢をとるよう指示されているとしても、会社から連絡が入る

までは自宅で自由に行動できるのであれば、労働時間にはあたらないものと考えられます。その反対に待機

中に様々な行動制限が課される場合は、労働時間と判断される可能性が高くなります。 

 

参考 新日本法規 「労働時間・休日・休暇管理の手引」 
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